
 

●融資対象区域 

「那覇市都市計画マスタープラン」（平成 11 年 4 月制定、令和２年４月改定）に位置付け

られた「那覇新港周辺地域」、「那覇北地域」、「首里北地域」、「首里地域」、「真和志地域」、「那覇

中央地域」、「那覇西地域」、「小禄地域」が対象区域 

 

※令和２年４月１日よりマンション建替え事業に限り、「那覇空港周辺地区」も含む市内全域が

対象区域となりました。 

都市居住再生建設資金融資の対象区域 

令和２年 4 月 1 日 
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